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第1章  業務の概要 

1.1  業務の目的 

1.1.1  業務の背景と目的 

北海道における地域公共交通は、路線バスの輸送人員が年々減少し、一部地域では不採算路

線からの撤退・事業の縮小が行われるなど厳しい状況が続いている。 

その一方で、道内各地で、現状、どういった交通サービスがどの程度提供されており、その

結果、交通サービスが脆弱であると考えられる地域はどこで、どの程度の人が住んでおり、どう

いった手段により移動しているのかといった詳細なデータを持ち合わせていない。 

そのため、各自治体に対し個別具体的な助言等を行うことにより地域の望ましい交通ネット

ワークを実現するためには、各自治体のまちづくりと公共交通に係る基礎的情報が網羅された資

料の作成が必要となっている。 

そこで本業務では、道内 18 の地域を対象とし、当該地域の自治体において既に作成されてい

る交通に関する計画について、取組状況の調査を行うと共に、北海道運輸局が過年度に実施した

調査において具体に調査された基礎的情報や公共交通に係る取組等の既存の調査データを分析し、

本件調査業務の目的に合致する個別データを有機的に再構成することにより、利便性の高い資料

の作成を行うこととする。 
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1.1.2  業務のフロー 

本業務のフローは以下に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 業務のフロー  

 

■小樽市 

■旭川市 

■名寄市 

■深川市 

■音更町 

■足寄町 

■江差町 

■北見市 

■網走市 

■室蘭市 

■苫小牧市 

■釧路市 

■白糠町 

■釧路町 

■ニセコ地区 

■北広島市 

■斜里町 

■安平町 

 

 

工程計画や作業方針について業務実施計画書を作成 

計画準備 

 

 

■対象地域の自治体において、策定済みの交通に関する計

画に記載されている取組内容について整理 

■取組状況について整理するとともに、未実施時の理由等

についても調査を実施 

■まちづくりに関する計画についても併せて整理 

自治体における交通に関する計画による取組状況の調査 

 

 

■過年度に実施した調査業務報告書を活用し、地域におけ

る交通サービスの水準や必要とされるサービスについて

調査を実施 

各地域のまちづくりと公共交通に関する現況調査等 

 

 

■まちづくりと公共交通に関する基礎的な資料作成を実施 

資料の作成 

 

 

 

■自治体が主体的に地域公共交通政策に取り組むことがで

きる参考資料を作成 

自治体における公共交通政策推進のための、 

基本となる参考資料 

調査対象地域 
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1.2  業務の主な内容 

1.2.1  自治体における交通に関する計画による取組状況の調査 

①対象地域の自治体において既に作成されている交通に関する計画について、計画に掲載されて

いる取組内容と、その取組みの実施状況の調査を行う。 

②既に作成されている交通に関する計画については、「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律」に基づいて作成された「地域公共交通総合連携計画」や、対象地域の自治体が独自に作

成した計画等、交通に関する計画について、幅広く対象とするものとする。 

③取組の実施状況については、計画に掲載されている取組が、いつ、どのように実施されたか、

または、どのような理由により実施されていなく、今後の実施予定はあるかを調査するものと

する。 

 

調査の対象とする地域：小樽市、旭川市、名寄市、深川市、音更町、足寄町、江差町、北見市、

網走市、室蘭市、苫小牧市、釧路市、白糠町、釧路町、ニセコ地区（ニ

セコ町）、北広島市、斜里町、安平町 

※ニセコリゾートエリア地域公共交通総合連携計画を策定した、ニセコリゾートエリア地域公共

交通活性化協議会の事務局であるニセコ町を対象にヒアリング調査を実施 

 

1.2.2  各地域のまちづくりと公共交通に関する現況調査等 

①北海道運輸局が過年度に実施した調査業務報告書を活用し、地域における交通サービスの水準

や必要とされるサービスについての調査を行う。 

②①の実施にあたっては、「北海道における公共交通基礎データ及び交通サービスの実態等に関

する調査（平成 23 年度）」の資料編 P126 からに掲載されている「道内自治体の公共交通サー

ビスレベル」の項目を活用する。また、土地利用や経済・産業指標などのデータを追加し、

GIS データの構築の基礎資料として整理する。 

③①の実施にあたっては、既存の調査結果に加えて、必要に応じて追加調査を行うこととする。 

④対象とする地域は（１）の対象と同様とする。 

 

1.2.3  資料作成 

①1.2.1及び 1.2.2の結果を用いて、まちづくりと公共交通に関する基礎的な資料の作成を行う。 

②作成に当たっては、北海道運輸局職員が、対象地域においてまちづくりと公共交通施策を支援

するにあたって、対象地域の自治体の担当職員に対応する際の参考となるような内容にする。 

 

1.2.4  自治体における公共交通政策推進のための、基本となる参考資料作成 

 自治体交通担当者向けに、社会経済の持続可能な発展を図るため、自治体が主体的に地域の公

共交通政策にどのように取り組むべきか、参考資料を作成する。 

 作成に当たっては平成 26 年に北海道運輸局が作成した「地域公共交通ガイド」を元にして、

発行当時より制度改正のあった点について改定するとともに、必要に応じて適宜内容を追加・修

正する。 
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第2章  自治体における交通に関する計画による 

                   取組状況の調査 

 

対象地域において、既に作成されている交通に関する計画について、計画に掲載されている取

組内容を整理するとともに、掲載されている取組の実施状況について、対象地域の自治体担当者

を対象にヒアリング調査を実施する。 

その後、ヒアリング調査結果を活用し、掲載されている取組の実施状況について、一覧表とし

てまとめる。 
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2.1  対象地域における交通に関する計画策定状況及び取組実施状況 

本業務で実施したヒアリング調査結果を踏まえ、対象地域における取組実施状況について、以下に整理する。 

 

表 2-1 対象地域における交通に関する計画策定状況① 

 

 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

小樽市

地
域
公
共
交
通
バ
リ
ア

解
消
促
進
等
事
業

H
2
5
年
度

小樽市内を運行するバス車両へのＩＣカードシステムの導入
（対象車両数）137台（北海道中央バス）

○ H25年度 H25年度 1枚目
本紙（地域公共交通確保維持改善事
業・事業評価（生活交通ネットワーク計
画に基づく事業）別紙１）

旭
川
市
生
活
交
通

ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
計
画

H
2
6
年
4
月

・米飯線の運行－（地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持） ○
H27～29年度：
H26年10月～
H28年9月

H27～29年度：
H26年10月～
H28年9月

全頁
H26.4.1運行開始
http://www.chuuo-
hire.com/demado.html

【地域公共交通活性化及び再生の促進の基本的な方針】
「住んで」よし「訪れて」よしの街と交通をつくる
・環境（都市のコンパクト化）
・シームレス（利便性向上）
・MM
・交通安全

○ H26年度～ 5頁
各種MM実施中
地域公共交通確保維持改善事業・事業
評価（４枚目）

【施策目標①】
公共交通を活かす集約型の都市づくりを推進
「目標１ 路線バス利用者数」
・現状（H23年度） 1,340 万人　→　目標（H34年度）1,320万人

○ H26年度～ 7・9頁 -

【【施策目標②】日常生活を支える公共交通の利便性向上】
「目標２ 交通不便地域人口割合」
・現状（H23年度）18.9％ 　→　　目標（H34年度）10％以下

○ H26年度～ 7・10頁 -

【施策目標③】
住民目線・利用者視点が反映される公共交通
【施策目標④】
誰にでも使いやすく、分かりやすく、安全な公共交通
【施策目標⑤】
観光で巡りやすい交通環境

○ H26年度～
7・11～
13頁

公共交通マップ作成中
地域公共交通確保維持改善事業・事業
評価（４枚目）

旭川市

地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画

H25年11
月

H34年度
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表 2-2 対象地域における交通に関する計画策定状況② 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

【6-4 公共交通配置パターンの設定】
○幹線・準幹線・周辺連絡バス軸の設定
・運行体系の改善－軌道系公共機関・幹線バス・環状バス・コミュニティーバスの有機的結合
・走行環境の改善－バス専用・優先レーン、ＰＴＰＳ
・利用条件の改善－交通広場／バス停集約／乗継割引料金
・ＩＴ技術導入によるバス情報の活用－携帯電話等によるバス発着案内／主要施設での端末機設
置

○ H37年 H26年度～ 28頁

・駅前バスタッチ等の再編はH26年度～
・乗継割引料金（道北バスが独自）
・主要バス２社のICカード共通化
（H27.2）
・バスロケーションシステムは、H27年度
導入調査業務実施（dec等）

【幹線・準幹線・周辺連絡　公共交通軸】
○公共交通軸の考え方
「幹線バス軸」
・都心を中心として緑が丘方面と東鷹栖・永山方面を結ぶ国道40号・39号を含む軸
・都心を中心として神居方面と東光豊岡方面を結ぶ国道12号・旭川旭岳温泉線含む軸
「準幹線バス軸」
・環状系の緑が丘方面と末広方面を旭川環状線を含む軸
「周辺連絡バス軸」
・幹線及び準幹線より周辺町中心へ連絡する軸
「鉄軌道軸」
・都心を中心として周辺へ放射状に伸びるＪＲ４線
「空港・動物園アクセス」
・公共交通による地域外交流を支援

○ H37年 H26年度～ 29頁

・旭川環状線を含む軸
旭川電気軌道　スクール便の一般路線
化
(72番)「東旭川駅～ツインハープ橋（旭
川環状線）～緑が丘駅」

【7-2 公共交通】
○公共交通の基本施策
・旭川駅前バス停の集約化
・バス接近情報システムの高度化

○ H37年 H26年度～ 34頁

旭川駅前周辺バスのりば
http://www.asahikawa-
denkikidou.jp/ekimaenoriba%202015.07.
01.pdf

旭川駅前バスタッチ開業
（H26.7）
数回のりば変更を実施

UD車輛の導入２台 ○ 1枚目 米飯線用

ノンステップバス２台の導入（旭川電気軌道） ○ 2枚目 -

学校MM／地域ワークショップ／公共交通マップ ○ 4枚目 -

旭川市

地
域
公
共
交
通

確
保
維
持
改
善

事
業
・
事
業
評

価

H
2
6
年
度

H26年度 H26年度

（地域公共交通確保維持
改善事業・事業評価（生
活交通ネットワーク計画
に基づく事業）

旭
川
都
市
圏
の
あ
す
の
交
通

「
P
T
調
査

」

H
1
4

～

1
6
年
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表 2-3 対象地域における交通に関する計画策定状況③ 

 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

市民対象とした説明会等で、「育む公共交通」の周知を実施 ✕ H23年度 - 7頁 -
市内企業等を対象とした説明会等で、「育む公共交通」の周知を実施 ✕ Ｈ23年度 - 7頁 -
協賛金などの収入源の確保に向けた取組を実施 ✕ Ｈ23年度 - 7頁 -
バスを所有している企業などとの連携によるコスト縮減を実施 ✕ Ｈ23年度 - 7頁 -
市内循環バス路線のルート見直しや便数の見直し ○ H23年10月 H23年10月 8頁 士別軌道のサイト H24.7　改正
名寄駅前にバスターミナルを設置 ○ H23年度 H23年度 8頁 各種サイト／ストリートビュー H25.4　完成（よろーな）
市内線の見直し ○ H24年度 H24年度 8頁 士別軌道のサイト
郊外部におけるデマンド型交通の導入 ○ Ｈ24～28 Ｈ24～28 9頁 士別軌道のサイト（下多寄線）
スクールバスとの連携・有効活用 ✕ H26年度 - 9頁 -

市民意見を取り入れたバスマップの作成・提供 △ H25年度 H25年度 10頁
タッチでマップのこと？
http://www.nayoro.fm/touch_de_map/

「バスの乗り方教室」の実施 ○ H23年度～ H23年度～ 10頁
ふれあいイベントへ出展しており、パンフ
レットやティッシュなどを配付

企画乗車券の発売や商店街との連携によるバス利用促進 ○ H23年度 H23年度 10頁

・「Bus Fes in よろーな」の実施
Facebook 「名寄市公共交通利用促進
事業」より。
・バスに乗ってお買い得キャンペーン
http://meishibus.com/wp-
content/uploads/H25-12-20-2.pdf

コミュニティＦＭを活用した公共交通案内の実施 ○ H23年度 H23年度 10頁
番組名「Bus Stop」
Facebook 「名寄市公共交通利用促進
事業」より。

（１）地域公共交通調査（２年次）
① 交通ニーズ把握調査
１）市民アンケート調査
２）事業者ヒアリング調査
② 路線網再編実証運行調査

H27年
11・12月

- 89頁 -

（２）地域公共交通網形成計画の策定
「地域公共交通網形成計画」の策定に向けて協議を推進。

- - 89頁 -

（３）高齢者バス利用料金助成制度の一部見直し
「高齢者バス利用料金助成制度」を継続し、登録料の負担を軽減

- - 89頁 -

音更町 - - - - - - - - -

H26年度着手

深
川
市
地
域
公
共
交
通
の
あ
り
方
検

討
結
果
報
告
書

H
2
6
年
度
実
施

○

名寄市

H
2
3
年
3
月

深川市

地
域
公
共
交
通

総
合
連
携
計
画
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表 2-4 対象地域における交通に関する計画策定状況④ 

 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

【基本方針】
地域の関係者全体で公共交通の改善・活用に取り組み、高齢社会における生活の足の確保と自
然観光資源の保全を実現する。

3頁

【計画の目標】
【目標１】通院を主とした住民の生活の足の確保
【目標２】観光地での公共交通導入による自然保護と観光サービスの両立
【目標３】住民、事業者、行政による連携と協力の体制構築

5頁

（１）市街地内での高齢者・障がい者等通院支援乗合タクシーの導入
『高齢者・障がい者等通院支援乗合タクシー』の運行
１．１往復／日、２回又は３回／週
２．料金：有料、１回の乗車（片道）につき１００円程度
３．利用方法：事前登録・予約制（スムーズな運行のため）

○ 継続中 6頁
足寄町　福祉課（一般高齢者支援）
http://www.ashorotte.jp/sien-
center/yobou.php

（２）患者輸送バス
『患者輸送バス』の運行
１日１往復 週２日、又は３日運行 無料

○ 継続中 7頁
足寄町へき地患者輸送車（町有バス）
http://www.ashorotte.jp/hukushi/bus.p
hp

全町民利用可能

（３）通学バス混乗
スクールバスに空席がある場合、地域の方の無料乗車を可能とする。（児童生徒の乗降場所での
乗降、要予約）

○ 継続中 7頁

足寄町スクールバスの住民の利用に関
する要綱（H20.10.1施行）
http://www.town.ashoro.lg.jp/reiki/420
909110003000000MH/420909110003
000000MH/420909110003000000MH.
html

（４）オンネトー地区「秘境ブランド向上交通（仮称）」
『湖畔道路の車両流入台数抑制策とバス等の代替交通運行について』
Ａ：市街地～オンネトー地区間乗合タクシー運行
Ｂ：阿寒湖畔～オンネトー間路線バス運行
Ｃ：Ａ及びＢ利用促進策の実施、フットパス
Ｄ：駐車場整備の検討
Ｅ：車両規制の検討（ａ：マイカー通行規制／ｂ：駐停車禁止／ｃ：交互交通）
Ｆ：代替交通運行の検討

○ - 8・9頁 -
実施の痕跡なし
（茂足寄地区は、患者輸
送バスあり）

（５）市街地～オンネトー地区間乗合タクシーの導入
・路線バス「帯広－陸別線」との接続を考慮したダイヤ(３往復程度／日）
・夏期から紅葉期の土日を中心に運行

○ - 10頁 -
実施の痕跡なし
（茂足寄地区は、患者輸
送バスあり）

（６）住民、事業者、行政の連携会議
足寄町地域公共交通活性化協議会を基に、将来に渡り、住民の意見を反映できる組織を検討

○ - 11頁 - 実施の痕跡なし

（７）補助制度、共助のルールづくり
地域毎の自治会組織を活用した意見の聴取を行いながら、住民参加型の会議について検討

○ - 11頁 - 実施の痕跡なし

江差町 - - - - - - - - -

H25年度足寄町

地
域
公
共
交
通

総
合
連
携
計
画

H
2
1
年
3
月
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表 2-5 対象地域における交通に関する計画策定状況⑤ 

 

 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

【基本理念】
『公共交通を活用したより豊かな社会』の実現

40頁

【基本方針Ⅰ 市民生活の基盤となる「移動手段」の確保】
・マイカー以外の交通手段（＝公共交通）が存在するまちづくり
【基本方針Ⅱ バス利用促進策の戦略的な展開】
・「バスを利用する」という意識づくり
【基本方針Ⅲ 移動の活性化がもたらす「地域の活性化」】
・市民が集うまちづくり
・高齢者が元気なまちづくり
・学生が活発なまちづくり
・誰もが使いやすく、親しみやすい交通環境づくり

41頁
地域公共交通会議継続中
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/20150
51800033/

【グランドデザイン】 43頁

①北見自治区
人口集積地：「路線バス・コミュニティバス適応エリア」
それ以外の地域：「乗合タクシー・デマンド適用エリア」

不明 - 44頁 -

実施の痕跡なし
北見自治区・端野自治区
は一体として考える（都市
計画マスタープランより）

②端野自治区
人口集積地：「路線バス・コミュニティバス適応エリア」
それ以外の地域：「乗合タクシー・デマンド適用エリア」

不明 - 45頁 -

実施の痕跡なし
北見自治区・端野自治区
は一体として考える（都市
計画マスタープランより）

③常呂自治区
人口集積地：「路線バス・コミュニティバス適応エリア」
それ以外の地域：「乗合タクシー・デマンド適用エリア」

不明 - 46頁 - 実施の痕跡なし

④留辺蘂自治区
人口集積地：「路線バス・コミュニティバス適応エリア」
それ以外の地域：「乗合タクシー・デマンド適用エリア」

不明 - 47頁 - 実施の痕跡なし

「路線の変更・新設」
・経路・時間（便数）・乗車運賃の変更
○バス路線の新設：潜在需要を見極めた運行
・既存路線を廃止して新規路線を運行 ※「DRT の導入」も含めて検討
○北見自治区：豊地線、北光線、若松線、大正線 など
○端野・常呂自治区：常呂線

○ H23年度 48頁

・北海道北見バス「夕ヶ陽丘線」（Ｈ23年
～）
☆川東・若松地区コミュニティバス「わっ
かバス」（Ｈ27.4～）
http://www.h-
kitamibus.co.jp//html/wakamatsu20140
401.pdf

「新たな交通システムの導入」
・DRTの導入
○北見自治区：郊外の地域
○端野自治区：既存路線外の地域
○常呂自治区：既存路線外の地域
○留辺蘂自治区：既存路線外の地域

○ H27.4～ 49頁

☆温根湯～厚和間スクールバスの住民
利用
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/20150
32400023/

「モビリティ・マネジメントの推進」
ⅰ） ニューズレターの発行：交通（の改善）に関する情報を定期的に発信
ⅱ） 実証・本格運行の周知（チラシ・時刻表等）：周知の徹底
ⅲ） 「北見市公共交通マップ」の作成：継続的に活用可能な市内全域の交通マップ
ⅳ） 行動プラン法等を援用したアンケート調査の実施：「利用状況の把握」と「利用促進」がセットに
なった調査
ⅴ） 中心街集客とのパッケージ化：商店街割引券と乗車券がセットになった企画乗車券の販売・バ
ス利用者優遇チケットの企画など

○ H24年度 50頁

ⅰ　ⅱ）☆「きたみ交通便り」の発行（広
報誌折込み）（H25年度～）
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/20131
22500011/
ⅲ）☆北見市公共交通マップの発行
（H25.3）
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/20131
22500011/files/kitami_kotsu_news1.pdf

北見市

地
域
公
共
交
通
計
画

H
2
4
年
3
月

H28年度
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表 2-6 対象地域における交通に関する計画策定状況⑥ 

 

 

 

 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

市内バス路線の再編 ✕ H23年度～ - 10頁 -

コミュニティバス、乗合タクシー等の導入 ○ H23年度～ H24年度 12頁
コミュニティバス西山通線（H25.10～）
乗合タクシー二ツ岩線（H24.12～）

スクールバス、患者送迎バス、福祉バスの効率的活用（間合い利用、混乗化など） ✕ H23年度～ - 13頁 -

網走中央商店街振興組合と地域公共交通の連携
・バス、タクシー補助券の配布、地域パスポートの発行

△ H23年度～ - 14頁

お買い物バスで買い物時に発行される
網走中央商店街の割引券利用可？
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/11
0koho/2009/files/07/599_H21_07_20.p
df

平成21年度に実施

地域住民等による運営体制の構築
・市民、公共交通事業者、企業、利用者、行政が協働で公共交通を”創り・守り・育てる”協働体制
づくり
・マネジメント・センターの設置・運営
・コミュニティバスや乗合タクシーを導入するにあたっては、地域住民等による運営体制を構築
・セミナーの開催

✕ H23年度～ - 15頁 -

網走市交通マップの作成・配布 ✕ H23年度～ - 16頁 -
バス待合い環境の改善 ✕ H23年度～ - 17頁 -

流氷観光砕氷船おーろら・女満別空港間連絡バスのモーダル間連携
・モーダル間連携による割引料金の導入

✕ H23年度～ - 18頁 -

低炭素社会の実現に向けたバス利用キャンペーンの拡大 ○ H23年度～ Ｈ23年度～ 19頁
毎年6月に環境月間に合わせて公共交
通の啓発活動を実施

地
域
公
共
交
通

確
保
維
持
改
善
事
業

Ｈ25年度 コミュニティバス西山通線の運行（網走バスターミナル～駒場ショッピングタウン） ○ H25年度 H25年10月～ -

先行地区住民ニーズ把握調査 ○
先行地区交通実態調査 ○
先行地区住民勉強会 ○

先行地区における具体的手法の検討 ○

H25年度 先行地区＝輪西・白鳥台

調査事業の各内容について、適切に実
施された。
【輪西地区】
おでかけバス試験運行(H25.5～9月）
【白鳥台地区】
スクールバスへの住民混乗を試験的に
実施（H25.5～7月）

事業評
価

【別紙
２】

H25年度室蘭市

網走市

地
域
公
共
交
通

調
査
事
業

地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画

H23年3月

H23年度
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表 2-7 対象地域における交通に関する計画策定状況⑦ 

 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

デマンド型コミュニティバスの導入・維持・改善 ○ H23年度 H24年度 9頁 樽前予約運行型バス

目的を絞った快速バスの導入 ○ H27年度 Ｈ27年度 9頁 東西を移動する快速バスが運行

国庫補助制度の廃止等
により未実施
実施に向け、協議・検討
中

中心部周遊バス（循環バス）の導入 ○ H27年度 H27年度 10頁 市立病院港町循環線

休憩、交流機能を兼ねたバス待合い所の設置 ○ H26年度 Ｈ26年度 10頁
H26.11に駅待合所「COCOTOMA（ココト
マ）」を開設

道南バス駅前案内所の
閉鎖に伴い今後はココト
マの利用を呼びかけ

バス路線、ダイヤの見直し ○ H27年度 H27年度 12頁 H27.4　改正
バス待合環境の改善 ○ H23年度 12頁 屋根付きバス待合所２棟設置

バスマップ、時刻表の作成 ○ H27年度 継続中 14頁
市営バス運行当時から、全戸配布を実
施

モビリティ・マネジメントの実施
・バスの利用方法、公共交通への利用転換を促す資料を作成、配布
・「バスの日」イベント等の実施

○ H26年度 H27年度 14頁
道南バスが地域のお祭りで親子限定に
クリアファイルを配付

バス路線、ダイヤ、利用料金の見直し ○ H27年度 H27.4　改正

休憩、交流機能等を兼ねたバス待合い所の設置 ○ H26年度
H26.11に駅待合所「COCOTOMA（ココト
マ）」を開設

バス利用者に対する買い物割引やバス無料券の進呈 ✕ -
屋根付きバス待合い所の設置 ○ - 屋根付きバス待合所２棟設置
回数券や定期券の発行 ○ - -
低床車両の導入などによるバリアフリー化の推進 ○ - -
送迎バスと既存バスとの乗継改善の検討 ✕ - -
フィーダー路線の整備によるJR、都市間バスとの乗継改善 ○ - -

目的を絞った快速バスの導入 ○ - -

国庫補助制度の廃止等
により未実施
実施に向け、協議・検討
中

新千歳空港やフェリーターミナルへの公共交通サービスの向上 ✕ - -
デマンド型コミュニティバスや乗合タクシーなどの効率的な運行システムの導入 ○ H22年度 植苗・美沢地区コミュニティバス
循環福祉バスやスクールバスの混乗化の実施検討 ✕ - -
NPO法人などによるバス事業運営システムの構築 ✕ - -

バスマップや時刻表の作成によるモビリティ・マネジメントの推進 ○ 継続中 市営バス運行当時から、全戸配布を実施

公共交通に関するニューズレターの発行やシンポジウムの開催 ✕ - -
交通結節点や観光拠点を連携する中心部周遊バスの導入 ○ H27年度 市立病院港町循環線

地
域
公
共
交
通

確
保
維
持
改
善

事
業

H25年度 樽前予約運行型バスの運行 ○ H25年度 H25年度 1枚目 -

苫小牧市 苫
小
牧
都
市
圏
都
市
交
通

マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン

地
域
公
共
交
通

総
合
連
携
計
画

（
第
２
次

）

H26年3月

H23年度
概要版
16頁

-
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表 2-8 対象地域における交通に関する計画策定状況⑧ 

 

 

  

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

幹線路線化設定に伴うダイヤ再編成検討事業 ✕ - - 13頁 -
運賃の支払い・精算に関する利便性の向上 ✕ H21年度 - 13頁 -
バス待合い施設等の整備事業 ✕ H21年度 - 14頁 -

イベント対応公共交通利用権の作成・活用促進 ○ H21年度 - 14頁
市内イベント時にくしろバス、阿寒バス
共通の１日乗車券を作成・販売

地域別路線図・時刻表の作成 ○ H21年度 - 14頁 くしろバス及び阿寒バスが作成

全市一斉ノーマイカーデーの推進 ○ H21年度 - 15頁

H21年8月～12月までの毎月最終金曜
日を全市一斉ノーマイカーデーと設定
マイカー利用を控えるよう広く市民に呼
びかけ、同時に飲食店等における客に
バス券を提供

公共交通機関の利用促進検討 ✕ H21年度 - 15頁 -
中心市街地賑わい創出事業と連携した将来の公共交通利用者の育成 ✕ H22年度 - 16頁 -
観光客等新規公共交通利用者の開拓に向けた課題の検討 ○ H21年度 H20年度 16頁 DMV・水陸両用車試験運行
乗合タクシーを活用した実証運行事業 ○ H21年度 H22年度 17頁 布伏内線沿線地域
公共交通機関軸の公共交通サービスの維持、向上 ✕ - -

コンパクトなまちづくりと連携した運行ルートの集約化、見直し ✕ - -

交流拠点としてのバス待合い環境の整備 ✕ - -
公共交通を利用したくなる多様な取り組みの推進（お得な定期券、免許返納者への利用券配布
等）

○ - グリーン定期券S

モビリティ・マネジメントの推進 ✕ - -
デマンド型公共交通等、効率的な公共交通システムの導入 ○ H22年度 阿寒町本町地区～布伏内地区
住民・民間企業・行政の連携や助け合いによる、公共交通を確保していくための多様な仕組みづく
り（地域コミュニティ・商業事業者等が運営主体となる公共的交通システム等）

✕ - -

釧路空港・都心部・阿寒地区等を連携する公共交通サービスの向上 ✕ - -

地
域
公
共
交
通

確
保
維
持
改
善
事
業

H24年度 デマンド型乗合タクシーの導入（釧路市阿寒町本町地区～同町布伏内地区） ○ H24年度 H22年度 1枚目 -

白糠町 - - - - - - - - -

釧路町 - - - - - - - - -

釧路市

地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画

釧
路
都
市
圏
都
市
交
通

マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン

H21年2月

H24年度 -
概要版
21頁
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表 2-9 対象地域における交通に関する計画策定状況⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体名 計画名 策定年次 取組名 実施有無 計画年次 実施年次 掲載頁 実施根拠 備考

実働組織の設立と運営 ○ H20年度冬期～ H20年度～ 6頁

QRコードを活用した改札・情報収集システムの実証実験 ○ H20年度冬期～ H21年7月～ 6頁
QRコードを記入した乗車券を使って、利
用状況の把握とQRコードのチケットの実
用性の検証

バスルート、ダイヤ及び料金システムの改善に関する検討と実証運行 ○ H20年度冬期～ H20年度～ 7頁
夏バス・秋バス
くっちゃんナイト号
ニセコ湯めぐりバスの実証運行

バス停や掲示物の改善 ○ H20年度冬期～ H20年度～ 7頁

現地での情報提供の充実 ○ H20年度～ H20年度～ 8頁
マップ１５万部配布
ハンドブック６万部
トラベルインフォメーションを設置・運営

公報告知、イベントの実施 ○ H20年度冬期～ H20年度～ 8頁
雑誌、媒体での情報提供
スタンプラリーの実施

継続可能な地域公共交通の確立 ○ H20年度～ H20年度～ 9頁 -
生活交通との連携 ○ H20年度～ H20年度～ 9頁 -
QRコードの多目的利用 ○ H20年度～ H20年度～ 9頁 -
より広いエリアへの交通網の利便性の拡大 ○ H20年度～ H20年度～ 9頁 -

現況交通実態調査 ○

利用者ニーズ把握調査 ○

地域内フィーダー系統確保維持計画の素案策定に向けた検討 ○

協議会の開催 ○

地
域
公
共
交
通

確
保
維
持
改
善

事
業

H24年度 町内全域を運行区域とするデマンド型運行 ○ H24年度 H24年度 1枚目 にこっとBUS

交通空白地域における利用者ニーズに応じた公共交通を検討、実証運行の準備を進める ○ H23年4月～ H23年 31頁

乗合タクシー実証運行（3か月間）
路線バスの運行されていない地区間に
おいて、市内事業者等が運行する送迎
バス等の活用を検討

高齢社会に対応した新たな公共交通を考える仕組みづくり ○ H23年4月～ H23年度 32頁 -

交通事業者との連携強化 ○ H23年4月～ H23年度 33頁 -

地域交通レターの発行 ○ H23年6月～ H23年度 33頁 -

公共交通利用促進のための路線バスマップ・時刻表の作成 ○ H23年6月～ H23年度 33頁 -

公共交通に関する学校授業の実施 ○ H24年～ H24年度 33頁 -

斜里町 - - - - - - - - -

安平町 - - - - - - - - -

北広島市

地
域
公
共
交
通

総
合
連
携
計
画

H23年3月

平成24年度事業評価
http://www.city.kitahiros
hima.hokkaido.jp/content
s/kaikaku/seisakuhyoka/
2012/012012010600005

00400100634.pdf
平成25年度事業評価

http://www.city.kitahiros
hima.hokkaido.jp/content
s/kaikaku/seisakuhyoka/
2013/012013010600005

00400100634.pdf

各事業内容が適切に実
施された。

1枚目H24年度 H24年度 H24事業評価H24年度

ニセコ地区

地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画

地
域
公
共
交

通
調
査
事
業

ニセコ町

H20年8月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

 

各地域のまちづくりと公共交通に関する現況調査等 

  



第 3 章 各地域のまちづくりと公共交通に関する現況調査等 

3-1 

 

第3章  各地域のまちづくりと公共交通に関する現況調査等 

 

北海道運輸局が過年度に実施した調査業務報告書を活用し、地域おける交通サービスの水準や

必要とされるサービスについての分析を行う。 

その際、バス交通サービスのみならず、地域における土地利用や経済・産業指標を活用し分析

を実施する。 

 

3.1  バス便数レベルの定義 

バス便数レベルの設定は、過年度業務と同様に「津軽地域路線バス維持活性化のための報告

書（津軽路線バス調査ワーキングチーム，1993）」において、「通勤、通学ができ、しかも、日中

の買物や通院などに利用できるバスの便数は、朝晩それぞれ 2 便、日中 1 便である。したがって、

シビルミニマム路線を全生活バス路線のうち、地域住民にとって最低限必要な便数を朝 2 便、昼

1 便、夕方 2 便の合計 5 便と定義する。」とされていることから、この事例にある指標を採用し、

5便未満を運行便数のサービスレベルが低いエリアとしての指標として採用することとした。 

 

表 3-1 バス便数レベルの設定 

運行便数 バス便数レベル 

10便/日 以上 A 

5 便/人～9便/日 B 

5便/日未満 C 

 

3.2  地域における土地利用や経済・産業指標を活用した 

                       バス交通サービス 

本業務では、バス交通サービスの分析を行う上で、地域における土地利用状況（都市計画基

礎調査）及び経済・産業指標（昼間・夜間人口）を活用し、分析を実施した。 

次頁に、分析結果の例として、釧路市の事例を示す。 
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3.2.1  釧路市 

 

図 3-1 釧路市における土地利用状況とバス交通サービスの関係性 

 

図 3-2 釧路市における昼間人口密度とバス交通サービスの関係性 
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図 3-3 釧路市における夜間人口密度とバス交通サービスの関係性 
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第4章  資料作成 

 

第 2 章及び第 3 章の結果を用いて、まちづくりと公共交通に関する基礎的な資料の作成を行う。 

資料については、対象地域が「地域公共交通網形成計画」を策定する際に、活用できるデータ

を整理したカルテとする。 

 

4.1  対象地域カルテの掲載内容 

対象地域におけるカルテの掲載内容は、「地域公共交通網形成計画」における、地域概況の整

理に活用できる内容としており、以下の項目で整理を行う。 

 

①上位計画の整理（対象地域の総合計画及び都市計画マスタープラン等） 

②人口推移と将来推計 

③DIDの拡大状況 

④DID面積と人口密度の推移 

⑤平成 17年⇒平成 22 年人口増減率 

⑥地域別高齢化率（H17年及び H22年） 

⑦道路網とバス停の配置 

⑧路線沿線の人口集積状況 

⑨路線バス利用者数推移※ 

⑩路線バスの運行費用、運送収入、助成金推移※ 

⑪バス停勢力圏内人口の分布 

⑫バス停勢力圏内人口の分布（65歳以上） 

⑬夜間人口密度及びバス交通サービス水準から見る交通脆弱地域 

⑭昼間人口密度及びバス交通サービス水準から見る交通脆弱地域 

⑮土地利用及びバス交通サービス水準から見る交通脆弱地域 

⑯JR利用者数推移 

※対象地域からの提供資料を基に作成しており、提供資料がコミュニティバスの場合は、コミ

ュニティバスの内容で整理 
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4.2  対象地域カルテの作成 

4.1 で示した項目で、対象地域 19 自治体（小樽市、旭川市、名寄市、深川市、音更町、足寄

町、江差町、北見市、網走市、室蘭市、苫小牧市、釧路市、白糠町、釧路町、ニセコ町、蘭越町、

共和町、北広島市、斜里町、安平町）を対象にカルテを作成した。 

次頁以降に対象地域カルテを示す。なお、全対象地域のカルテは資料に掲載し、次頁以降に

示す対象地域カルテは、全項目が作成可能であった釧路市とする。 
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図 4-1 対象地域カルテ-釧路市 P1 
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図 4-2 対象地域カルテ-釧路市 P2 
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図 4-3 対象地域カルテ-釧路市 P3 
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図 4-4 対象地域カルテ-釧路市 P4 
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図 4-5 対象地域カルテ-釧路市 P5 
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図 4-6 対象地域カルテ-釧路市 P6 
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図 4-7 対象地域カルテ-釧路市 P7 



第 4 章 資料作成 

4-10 

 

 

 

図 4-8 対象地域カルテ-釧路市 P8 
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図 4-9 対象地域カルテ-釧路市 P9 
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図 4-10 対象地域カルテ-釧路市 P10 
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第5章  自治体における公共交通政策推進のための、 

               基本となる参考資料作成 

 

5.1  平成 28年「地域公共交通ガイド」 

自治体交通担当者向けに、社会経済の持続伊可能な発展を図るため、自治体が主体的に地域の

公共交通政策にどのように取り組むべきか、参考資料を作成する。 

なお、作成にあたっては、平成 26 年に北海道運輸局が作成した「地域公共交通ガイド」を元

にし、発行当時より制度改正のあった点について改定するとともに、各種交通施策実施に関する

留意点や検討すべき事項について整理を行い、「地域公共交通ガイド」に反映する。 

次頁以降に平成 28年「地域公共交通ガイド」を示す。 
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図 5-1 平成 28年「地域公共交通ガイド」 表紙 
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図 5-2 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P1 
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図 5-3 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P2 
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図 5-4 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P3 
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図 5-5 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P4 
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図 5-6 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P5 
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図 5-7 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P6 
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図 5-8 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P7 
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図 5-9 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P8 
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図 5-10 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P9 
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図 5-11 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P10 
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図 5-12 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P11 
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図 5-13 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P12 
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図 5-14 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P13 
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図 5-15 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P14 
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図 5-16 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P15 
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図 5-17 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P16 
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図 5-18 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P17 
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図 5-19 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P18 
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図 5-20 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P19 
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図 5-21 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P20 
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図 5-22 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P21 
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図 5-23 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P22 
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図 5-24 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P23 
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図 5-25 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P24 
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図 5-26 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P25 
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図 5-27 平成 28年「地域公共交通ガイド」 P26 


